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今
般
の
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
八
月
八
日
に
出
さ
れ
た
人
事
院
勧
告
で
は
、
給
与
の
官
民
較
差
が
給
与
法
に
基
づ
く
本
来
の
給
与
額
で
一
人
当
た
り
平

均
〇
・
〇
七
％
上
回
り
、
四
月
か
ら
二
年
間
の
給
与
減
額
措
置
後
の
給
与
額
で
七
・
六
七
％
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
月
例

給
及
び
特
別
給
の
改
定
は
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
一
方
、
五
十
歳
台
後
半
層
に
お
い
て
、
官
民
の
給
与
格
差
が
相
当
程
度

存
在
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
年
代
層
に
お
け
る
給
与
水
準
の
上
昇
を
よ
り
抑
え
る
方
向
で
早
急
に
昇
給
・
昇
格
制
度
の
改
正

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
所
要
の
措
置
を
取
る
よ
う
勧
告
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
勧
告
の
内
閣

と
し
て
の
取
り
扱
い
が
、
賛
否
を
含
め
て
意
思
決
定
さ
れ
な
い
ま
ま
今
国
会
の
召
集
を
見
た
こ
と
は
、
現
下
の
内
閣
の
責
務
遂

行
の
停
滞
の
一
例
で
あ
り
、
残
念
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
今
般
の
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
野
田
内

閣
の
基
本
的
見
解
及
び
方
針
に
つ
い
て
、
以
下
十
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

現
行
法
制
下
に
お
い
て
、
内
閣
は
人
事
院
勧
告
を
尊
重
す
る
立
場
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
改
め
て
内
閣
の
人
事
院

勧
告
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
見
解
を
確
認
す
る
。

二

過
去
、
内
閣
が
例
年
夏
に
出
さ
れ
る
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
を
閣
議
決
定
す
る
際
、
一
番
遅
か
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、

そ
の
月
日
を
伺
う
。

一



三

本
日
現
在
、
内
閣
に
お
い
て
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
が
決
ま
ら
な
い
理
由
を
伺
う
。

四

樽
床
総
務
大
臣
は
、
去
る
十
月
十
六
日
の
記
者
会
見
で
、
人
事
院
勧
告
に
つ
い
て
与
野
党
間
の
意
見
が
ま
だ
一
致
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
と
発
言
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
事
実
で
あ
る
か
、
ま
た
、
事
実
で
あ
れ
ば
、
そ

の
想
定
は
現
在
も
変
わ
ら
な
い
の
か
、
確
認
す
る
。

五

与
党
内
に
は
人
事
院
勧
告
の
実
施
に
反
対
す
る
考
え
が
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
含
め
、
内
閣
の
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
伺
う
。

六

例
年
、
人
事
院
勧
告
を
参
酌
し
つ
つ
、
都
道
府
県
の
人
事
委
員
会
は
年
度
内
の
議
会
に
向
け
て
都
道
府
県
職
員
の
給
与
の

改
正
案
に
つ
い
て
勧
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
状
、
勧
告
が
な
さ
れ
た
都
道
府
県
数
及
び
五
十
歳
台
後
半
の
昇

給
・
昇
格
抑
制
措
置
が
勧
告
さ
れ
た
都
道
府
県
数
を
伺
う
。

七

例
年
、
内
閣
と
し
て
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
を
定
め
る
際
に
、
地
方
自
治
体
に
対
し
、
総
務
省
か
ら
技
術
的
助
言
の
通

知
が
発
出
さ
れ
て
い
る
旨
、
確
認
す
る
。
ま
た
、
当
該
通
知
の
本
年
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
現
状
を
確
認
す
る
。

八

勧
告
は
、
そ
の
実
施
時
期
を
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
と
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
野
田
内
閣
と
し
て
給
与
関
係
閣
僚
会

議
等
の
場
を
通
じ
、
早
急
に
結
論
を
出
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
方
針
を
伺
う
。

二



九

仮
に
勧
告
を
実
施
し
な
い
と
す
れ
ば
、
五
十
歳
台
後
半
層
に
お
い
て
、
官
民
の
給
与
格
差
が
相
当
程
度
残
る
こ
と
と
な
る

が
、
こ
の
点
、
二
年
間
の
給
与
減
額
措
置
の
下
で
の
今
次
勧
告
の
基
本
的
な
視
点
と
併
せ
、
人
事
院
の
見
解
を
伺
う
。

十

勧
告
で
求
め
ら
れ
て
い
る
措
置
の
う
ち
、
昇
格
制
度
に
係
る
も
の
は
人
事
院
規
則
で
措
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仮

に
内
閣
の
決
定
が
遅
れ
る
場
合
、
人
事
院
の
措
置
が
先
行
す
る
こ
と
と
な
る
の
か
、
確
認
す
る
。

右
質
問
す
る
。

三


